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1
資
格
確
認
書
等
の
一
斉
更
新
に
関
す
る
お
知

ら
せ

　

現
在
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る
「
後
期
高

齢
者
医
療
資
格
確
認
書
」
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
被
保
険
者
全
員
に
資
格
確
認
書
を

交
付
し
て
お
り
ま
す
が
、
令
和
８
年
８
月
の

一
斉
更
新
以
降
は
、
次
の
表
の
と
お
り
、
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
ま
た
は
資
格
確
認
書（
緑

色
）
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

　

現
在
お
持
ち
の
資
格
確
認
書（
薄
紫
色
）は
、

８
月
１
日
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
各
自

で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。（
返
却
は
不
要
で
す
）

※�

資
格
確
認
書
は
簡
易
書
留
郵
便
で
お
届
け

し
ま
す
。
簡
易
書
留
郵
便
は
受
け
取
り
印

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
入
院
な
ど
で

ご
不
在
の
場
合
に
は
、
資
格
確
認
書
が
受

け
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
住
所
地

以
外
に
送
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
各
総
合
支
所
・
出
張
所
・
健
康

増
進
課
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
送
付
先
変
更

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
は
普
通
郵
便
で
お

届
け
し
ま
す
。

◆
点
字
シ
ー
ル
を
貼
っ
た
資
格
確
認
書
を
希

望
の
人
へ

　

新
し
い
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
に
「
資
格
確
認
書
」
ま
た
は
「
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
」、
封
筒
に
「
資
格
確
認

書
在
中
」
ま
た
は
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

在
中
」
と
点
字
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
お
送
り
し

ま
す
。
ご
希
望
の
人
は
、
健
康
増
進
課
医
療

保
険
班
へ
６
月
19
日
㈮
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

2
保
険
料
に
つ
い
て

　

保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
納
入
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。

◆
保
険
料
の
決
ま
り
方

　

１
年
間
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
に

等
し
く
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
均
等
割
額
」

と
被
保
険
者
本
人
の
令
和
７
年
中
の
所
得
に

応
じ
て
ご
負
担
い
た
だ
く
「
所
得
割
額
」
の

合
計
額
か
ら
な
り
、
被
保
険
者
一
人
一
人
に

賦
課
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
８
年
度
か
ら
は
医
療
分
の
保

険
料
と
合
わ
せ
て
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

納
付
金
分
」
を
含
め
て
賦
課
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方

○
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

年
金
の
受
給
額
が
年
18
万
円
以
上
の
人
で

介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

合
計
額
が
、
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超

え
な
い
人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

「
国
民
年
金
」
と
「
厚
生
年
金
」
な
ど
複

数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
年

金
天
引
き
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

年
金
天
引
き
の
開
始
時
期
は
75
歳
の
誕
生

日
等
（
資
格
取
得
日
）
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。
決
定
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

の
納
付
）

　

特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人
は
、
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

お
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

　

納
付
書
で
の
お
支
払
い
の
人
で
口
座
振
替

へ
の
変
更
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
振
替
を

希
望
す
る
金
融
機
関
へ
通
帳
お
よ
び
通
帳
の

お
届
け
印
を
お
持
ち
い
た
だ
き
、
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

す
で
に
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

の
人
も
、
役
場
の
窓
口
へ
申
請
す
る
こ
と
に

よ
り
、
保
険
料
の
支
払
い
方
法
を
、
特
別
徴

収
か
ら
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
手
続
き
は
最
初
に
、
振
替
を
希
望
す

る
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。
そ
の
後
、
役
場
の
窓
口
へ
「
口

座
振
替
依
頼
書
（
お
客
様
控
）」
を
お
持
ち
に

な
り
「
納
付
方
法
変
更
申
出
書
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。（
口
座
振
替
の
申
し
込
み
だ
け

で
は
特
別
徴
収
は
中
止
と
な
り
ま
せ
ん
）

　

ま
た
、
過
去
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

口
座
振
替
を
登
録
し
て
い
る
場
合
は
、
役
場

の
窓
口
へ
「
納
付
方
法
変
更
申
出
書
」
の
み

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課 

医
療
保
険
班

　

☎
０
８
２
０
（
73
）
５
５
０
２

85 歳
以上 資格確認書を交付

84 歳
以下

マイナ保険証
登録なし 資格確認書を交付

マイナ保険証
登録あり

直近１年間でマイナ保
険証の利用が６回以上�
かつ直近３か月以内に利
用実績あり

資格情報の
お知らせ

上記以外 資格確認書
を交付

　

※�所得の少ない人は、世帯主と世帯の被保険者の
所得の合計に応じて保険料が軽減されます。

１年間の保険料
【限度額】　85 万円

　　　  　     　　    2   万１千円

１年間の保険料（上段：医療分　下段：子ども分）

均等割額
63,513 円
   1,354 円

＋

所得割額
（前年所得－ 43 万円）× 11.36％
（前年所得－ 43 万円）×    0.24％


